
問合せ先会　場日　　時名　　称

市民相談担当
市役所代表番号
�５８５－１１１１

※予約等の受け
付けは電話で午
前８時３０分から
（先着順）

※１月４日�の
法律相談の予約
は２８日�に受け
付け

市役所１階
市民相談室

※市政に対する
一般相談は毎週
月曜～金曜日の
午前８時３０分～
午後５時１５分に
受け付け

７日�・１４日�・ 
２１日�・２８日�
１０：００～１６：００

法律相談
※相談日前日から予約を

３日�・１７日�
１３：３０～１６：００行政相談

９日�・２４日�
１３：３０～１６：００人権身の上相談

２４日�
１６：００～１７：００

子どもの
人権専門相談

２０日�
１３：００～１６：００

サラ金専門相談 
※１３日�から予約を

１０日�
１３：３０～１６：００

交通事故相談
※相談日前日から予約を

２日�
１３：３０～１６：００

登記相談
※相談日前日から予約を

２２日�
１０：００～１６：００

税務相談
※相談日前日から予約を

１５日�
１３：３０～１６：００

不動産相談
※相談日前日から予約を

３日�
１０：００～１６：００

相続・遺言等暮ら
しの書類作成相談
※相談日前日から予約を

問合せ先会　場日　　時名　　称

教育相談室
�５９２－１１６０
電話相談
�５９２－２７８２

教育センター
内
教育相談室

毎週月曜～金曜日
※２３日、２９日～３１日を除く
１０：００～１７：００

教育相談

健康課
�５８１－４１１１

生活・保健
センター

１０日�
１３：３０～１６：３０食生活相談

（個別栄養相談）
予約制
（右記以外の日程も可能）

２４日�
１３：３０～１６：３０

随時（電話予約）健康相談

消費生活相談室
�５８１－３５５６

毎週月曜～金曜日
※２３日、２９日～３１日を除く
９：３０～１２：００
１３：００～１５：３０

消費生活相談

予約及び
電話相談は
男女平等課
�５８７－８１７７へ

男女平等
推進センター
（多摩平の森
ふれあい館）

毎週火曜・水曜日
※２９日を除く
火曜日：１８：００～２１：００
水曜日：９：４５～１６：００

女性相談
（電話・面接）
※前もって予約を

日野市社会福祉
協議会
�５８４－１２９４

中央福祉
センター

法律、心の悩み、ハン
ディキャップを持つ人
のための外出旅行、住
宅改造相談を実施
※日時は問い合わせを

日社協
「くらし
なんでも相談」

問合せ先会　場日　　時名　　称

市民相談担当
今月は相談日を設けませんので、手紙
またはハガキで〒１９１－８６８６日野市役
所市民相談担当へ

市長相談

同センター
�５８６－１１７１

東部子ども家庭
支援センター

火曜日、祝日、２９日～３１
日を除く毎日
９：３０～１７：００

子育て相談

同センター
�５８９－１２６２

西部子ども家庭
支援センター

毎週月曜～土曜日
※２３日、２９日～３１日を除く
９：３０～１７：００

同保育園
�５８６－１１７２

おおくぼ
保育園毎週月曜～金曜日

※２３日、２９日～３１日を除く
１０：００～１６：００ 同児童館

�５８６－１１８４
あさひがおか
児童館

健康課
�５８１－４１１１

もぐさだい
児童館

１０日�
９：４５～１１：００

乳幼児相談 ひらやま
児童館

１７日�
９：４５～１１：００

生活・保健
センター

２４日�
９：４５～１１：００

１２月の市民相談

所　在　地名　　　　称
豊田4-10-3とよだ保育園

公　
　

立
（
市　
　

立
）

多摩平2-4たまだいら保育園
東平山1-7-13ひらやま保育園▲
新井842-6あらい保育園▲
三沢200みさわ保育園▲
程久保650たかはた台保育園▲
平山4-20-1みなみだいら保育園▲
高幡705たかはた保育園
旭が丘2-42-1あさひがおか保育園
百草1002-4もぐさ台保育園
大坂上4-10-2おおくぼ保育園
新町3-17-4しんさかした保育園
平山5-7-11栄光保育園

私　
　

立

南平7-18-28同　南平分園
日野1183-3至誠第二保育園
日野本町2-14-1同　日野本町分園
南平5-8-2つくしんぼ保育園
新町1-5-6日野保育園
日野311-3日野第二保育園
程久保3-21-2日野わかば保育園
高幡１００８-３-３０２同　高幡分園
東豊田3-12-7吹上保育園
旭が丘5-20-3同　旭が丘分園
豊田3-30-6同　豊田分園
万願寺2-31-8万願寺保育園▲
多摩平1-8-2ひよこハウス多摩平
東平山3-1-1ひよこハウス豊田
高幡507-4たかはた北保育園

市内保育所一覧
※　　　の保育所では０歳児保育あり。対象
は５７日目以上の乳児

▲印は延長保育を行っていない保育所

　

来
年
度
の
市
立
・
私
立
保
育
所
の

新
規
入
所
申
込
用
紙
を
次
の
と
お
り

配
布
し
て
い
ま
す
。
申
込
用
紙
に
各

種
必
要
書
類
を
添
え
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

▽
入
所
資
格
＝
乳
幼
児
の
保
護
者
が

次
の
い
ず
れ
か
で
、
同
居
の
親
族
等

も
保
育
に
当
た
る
事
が
で
き
な
い
と

き
�
就
労
中
（
外
勤
・
自
営
業
・
内

職
等
に
一
定
以
上
の
時
間
数
・
日
数

で
従
事
し
て
い
る
）
�
身
体
障
害
者

手
帳
（
１
〜
４
級
）
を
持
っ
て
い
る

�
病
気
・
出
産
に
よ
り
入
院
ま
た
は

自
宅
療
養
中
（
出
産
の
場
合
は
、
出

産
予
定
月
と
そ
の
前
後
２
カ
月
ず
つ

の
計
５
カ
月
の
み
）
�
求
職
中
�
そ

の
他
、
著
し
く
家
庭
で
の
保
育
に
欠

け
る
事
情
が
あ
る
※
入
所
申
込
方
法

・
入
所
基
準
・
保
育
料
決
定
基
準
な

ど
に
つ
い
て
は
、
市
立
・
私
立
保
育

所
と
も
同
じ
で
す
。
詳
し
く
は
「
保

育
所
入
所
の
し
お
り
」
を
ご
覧
く
だ

さ
い

▽
申
請
書
の
配
布
＝
表
１
参
照

▽
申
請
書
の
受
け
付
け
＝
表
２
参
照

▽
注
意
＝
�
申
請
書
は
保
護
者
の
方

が
直
接
持
参
�
現
在
保
留
待
機
中
の

方
も
、
改
め
て
新
規
入
所
申
し
込
み

が
必
要
�
入
所
中
の
方
に
は
保
育
所

を
通
じ
て
継
続
調
査
用
紙
を
配
布
�

「
転
園
」
希
望
の
場
合
は
、
継
続
調

査
用
紙
を
提
出
の
う
え
、
新
規
申
し

込
み
が
必
要

※
保
育
所
の
申
し
込
み
等
に
つ
い
て

は
日
野
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す

▽
問
合
せ
先
＝
保
育
課
保
育
係

　

学
童
ク
ラ
ブ
は
、
保
護
者
（
養
育

者
）
が
仕
事
や
長
期
病
気
療
養
な
ど

で
留
守
に
な
る
家
庭
の
小
学
１
年
生

か
ら
３
年
生
ま
で
を
お
預
か
り
す
る

施
設
で
す
。
児
童
が
遊
び
を
通
し
て

共
に
は
ぐ
く
み
合
い
、
伸
び
伸
び
と

過
ご
せ
る
ク
ラ
ブ
で
す
。

▽
入
会
資
格
＝
次
の
要
件
を
両
方
と

も
満
た
す
児
童
�
市
内
在
住
で
来
年

４
月
に
小
学
１
年
生
〜
３
年
生
に
な

る
（
障
害
児
は
小
学
４
年
生
ま
で
）

�
保
護
者
（
養
育
者
）
が
就
労
中
ま

た
は
長
期
病
気
療
養
中
な
ど
の
理
由

で
放
課
後
帰
宅
し
て
も
適
切
な
監
護

が
受
け
ら
れ
な
い

▽
申
請
書
の
配
布
＝
表
１
参
照

▽
申
請
書
の
受
け
付
け
＝
表
２
参
照

▽
育
成
期
間
・
時
間
＝
平
成　

年
４

１７

月
１
日
〜
平
成　

年
３
月　

日
、
下

１８

３１

校
時
〜
午
後
５
時　

分
※
日
曜
日
、

４５

祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
。
そ
の
他

の
学
校
休
業
日
は
午
前
８
時　

分
〜

３０

午
後
５
時　

分
４５

▽
費
用
＝
１
人
月
５
千
円

▽
入
会
の
決
定
＝
学
童
ク
ラ
ブ
入
会

決
定
基
準
に
よ
り
審
査
し
、
３
月
中

旬
に
申
請
者
あ
て
に
、
文
書
で
通
知

し
ま
す
。
そ
の
間
は
、
入
会
の
可
否

に
つ
い
て
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
。
ま

た
、
入
会
希
望
者
が
定
員
を
超
え
た

場
合
と
、
受
付
期
間
を
過
ぎ
て
の
申

請
書
提
出
に
つ
い
て
は
、
入
会
で
き

待
機
中
の
方
も
、
改
め
て
新
規
申
請

が
必
要
�
入
会
中
の
方
に
は
学
童
ク

ラ
ブ
を
通
じ
て
申
請
書
を
配
布

▽
問
合
せ
先
＝
子
育
て
課

な
い
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
そ
の

場
合
は
保
留
扱

い
と
し
て
、
以

後
欠
員
に
応
じ

て
入
会
の
通
知

を
し
ま
す

▽
注
意
＝
�
申

請
書
は
保
護
者

の
方
が
直
接
持

参
�
現
在
保
留
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学
童
ク
ラ
ブ

受付場所・期間・時間
市役所２階保育課・子育て課
１２月１０日�～２８日�、１月４日�～８日
�※日曜日、祝日を除く
８：３０～１７：１５

保育所・学童クラブ申請受け付け（表２）

配布場所・時間

市役所２階保育課・子育て課
　８：３０～１７：１５
※１２月４日�は市役所１階市民相談窓口で配布

七生支所・豊田駅連絡所
　８：３０～１７：１５

東部子ども家庭支援センター
　１０：００～１７：００
※保育所の入所申請書のみ配布

西部子ども家庭支援センター
　１０：００～１７：００
※保育所の入所申請書のみ配布

市内の各保育所（市立・私立）
　平　日８：３０～１７：００
　土曜日８：３０～１２：００

市内の各児童館
　９：３０～１８：００
※学童クラブの入会申請書のみ配布

市内の各学童クラブ
　９：３０～１７：４５
※学童クラブの入会申請書のみ配布

※日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日を除く

保育所・学童クラブ入所申請書の配布（表１）

受
付
は

受
付
は　

日
か
ら

日
か
ら

１０１０

１
月
８
日
ま
で

１
月
８
日
ま
で


